
第３次「高知県犯罪のない安全安心まちづくり推進計画」骨子案（新旧対象表）

◎現行計画の５つの「重点目標」については、第３次推進計画においても引き続き実施。

１ (1) 県民一人ひとりの防犯意識
を高める

1 広報・啓発の充実 １ (1) 県民一人ひとりの防犯意識
を高める

2 犯罪の発生状況や防犯対策
に関する情報等の提供

(2) 県民、事業者、地域活動団
体による自主的な活動を促
進する

3 広報・啓発の充実 (2) 県民、事業者、地域活動団
体による自主的な活動を促
進する

4 情報共有の促進

5 防犯活動団体に対する支援

6 防犯活動を担うリーダーの育
成7 青色回転灯装備車両運行団
体の拡充

8 事業者による活動の促進

9 高齢者による活動の促進
10 幅広い世代の防犯活動への
参画の促進

２ (1) 県民運動として取り組むた
めの仕組みをつくる

１１ 広報・啓発の充実 ２ (1) 県民運動として取り組むた
めの仕組みをつくる

１２ 全県的な推進体制の強化

１３ 地域における推進体制づくり
に対する支援

１４ 市町村に対する支援
(2) 日常の生活の場における

ネットワークをつくる
１５ ネットワークづくり (2) 日常の生活の場における

ネットワークをつくる

１６ 防犯活動団体との連携の促進

(3) サイバー空間の脅威の低
減に向けた活動の促進

３ (1) 学校等における児童等の安
全を確保する

17 学校等における児童等の安全
の確保のための指針の周知及
び助言

３ (1) 学校等における児童等の安
全を確保する

18 学校等の安全確保体制づくり
の促進

19 学校等における児童等の見守
り活動等の推進

20 児童等への安全教育の充実

21 防犯環境整備の促進
(2)

通学路等における児童等の
安全を確保する

22 通学路等における児童等の安
全の確保のための指針の周知
及び助言

(2)
通学路等における児童等の
安全を確保する

23 通学路等における児童等の見
守り活動等の促進

24 通学路等の環境整備の促進

(3) 子どもの安全を確保する 25 広報・啓発の充実 (3) 子どもの安全を確保する
26 子どもたちを健やかに育てる
取組

(4) 高齢者、障害者、女性の安
全を確保する

27 広報・啓発の充実 (4) 高齢者、障害者、女性の安
全を確保する

28 高齢者の見守り活動の推進

29 障害者の見守り活動の推進

30 女性の犯罪被害回避に関する
取組

(5) 観光旅行者等の安全を確保
する

31 安全情報の提供 (5) 観光旅行者等の安全を確保
する

32 従業者等に対する防犯教育の
促進

４ (1) 33 犯罪の防止に配慮した道路等
の構造、設備等に関する指針
の周知

４ (1)

34 犯罪の防止に配慮した道路、
公園、駐車場及び駐輪場の整
備

(2) 犯罪の防止に配慮した住宅
を普及する

35 犯罪の防止に配慮した住宅の
構造、設備等に関する指針の
周知

(2) 犯罪の防止に配慮した住宅
を普及する

36 住宅の安全に関する情報の提
供

37 公営住宅の防犯指針に基づく
整備

(3) 犯罪の防止に配慮した店舗
等を普及する

38 金融機関に対する啓発 (3) 犯罪の防止に配慮した店舗
等を普及する

39 深夜小売店舗に対する啓発

５ (1) 市町村による災害時の防犯
対策を支援する

40 地域の防災計画への「防犯の
視点」の反映

５ (1) 市町村による災害時の防犯
対策を支援する

41 発生前の備え及び発生後の対
応への支援

(2)
防犯活動団体等による災害
時の防犯対策を支援する

42 防犯活動団体等の活動促進と
早期始動に対する支援 (2)

防犯活動団体等による災害
時の防犯対策を支援する

43 自主防災組織による防犯活動
への参画の働きかけ

第２次
考え方など

第３次

重点目標 基本的方策 具体的な取組事項 重点目標（案） 基本的方策（案）

　近年の情報通信網の発達
に伴い、日常生活に欠かせ
ないものとなっているイン
ターネット等のサイバー空間
の脅威から県民を守るため、
基本的方策に追加。

※サイバー空間の脅威…
ウィルス感染による個人情報
等の盗用。出会い系サイトを
利用した児童買春。有料サ
イトの不正な高額請求等。

県民の防犯
意識を高め、
県民、事業
者、地域活動
団体による自
主的な活動を
促進する

県民の防犯
意識を高め、
県民、事業
者、地域活動
団体による自
主的な活動を
促進する

県民、事業
者、地域活動
団体、行政の
連携を進める

県民、事業
者、地域活動
団体、行政の
連携を進める

高齢者、障害
者、女性、子
どもの安全を
確保する

高齢者、障害
者、女性、子
どもの安全を
確保する

犯罪の防止に
配慮した生活
環境の整備を
促進する

犯罪の防止に配慮した道
路、公園、駐車場及び駐輪
場を普及する

犯罪の防止に
配慮した生活
環境の整備を
促進する

犯罪の防止に配慮した道
路、公園、駐車場及び駐輪
場を普及する

南海地震等
の大規模な災
害に対応した
防犯対策を推
進する

南海トラフ地
震等の大規
模な災害に対
応した防犯対
策を推進する

文言を修正 

資料８ 

基本的方策を追加 


